
●不燃物（燃えないごみ） ●可燃物（燃えるごみ）

日程

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月 ●粗大ごみ

１２月

※１月

２月

３月
※１月は、年始収集開始日の都合上、上記指定日に収集します。 　本庁　環境水道課　環境係　　ＴＥＬ　２２－３１１９

　収集日を間違わないようご注意ください。 　　　　 　(直接持込について）クリーンセンター銀河　ＴＥＬ　２２－２２２７

令 和　８　年　度　ご　み　収　集　日　程　表　（窪川地域）    №１６－１６

収　　集　　区　　域

　西原　　根々崎

収
集
区
域

種類

　西原　　根々崎

令和８年４月１日～令和９年３月３１日までの期間とし、祝日も収集します。ただし、年末年始は収集しません。

第３ 木曜日

金　物　類

第４ 木曜日

ペットボトル

紙類・衣類

びん・ガラス・陶器

蛍光灯・電球・電池

収 集 日

火・金曜日

(祝日も収集します。)

１９

１７

２３

２８

２５

２３

２７

第４ 水曜日

４月２９日（水）・７月２９日（水）・９月３０日（水）

２１

１６

２１

１８

１６

２０

１８

１８

２２

２７

２４

２２

２６

２３

２８

２５

２３

２７

２４

２４

１７

１５

ごみに関するお問い合わせ

２５

２５

２４

２２

２６

２４

２８ ※粗大ごみのうち、１個１０㎏以下の金物類については『金物類の日』に
収集します。詳しくは裏面の『粗大ごみの出し方』をご参照下さい。

１. ごみはきちんと分別し、収集指定日の朝８時３０分までに出してください。

２. 燃えるごみは、町指定袋(可燃ごみ用)に入れて口を十字に結んでください。

また、生ごみ等は十分に水切りをおこなってください。

３. リサイクルごみは、種類ごとに分別し、それぞれを町指定袋(資源ごみ用)

に入れてください。

４. 紙類は指定袋に入れる必要はありません。新聞紙は新聞紙のみ・ダン

ボールはダンボールのみをひもで縛ってください。

５. びん・ガラス・陶器類は、４種類に分別し、コンテナに入れてください。

蛍光灯・電球・電池は、びんの収集日に出してください。


